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今年は年明けからコロナの感染が広がり、１月４日に栃木県が「特定警戒」に引き上
げられるとともに、首都圏に続いて「緊急事態宣言」が出されました。日光市において
も感染の報告が続き、ご家庭においては感染対策に神経を使う日々が続いていると思い
ます。
学校では、これまでも感染対策として「うがい・手洗い・手指消毒」を行ってまいり

ました。このたびの「緊急事態宣言」への対応として国・県・市から出ている指針にそ
って、対策を徹底しているところです。具体的には、給食時の感染予防として配食前の
給食当番の健康チェックや手指消毒を徹底することや、食べた後の食器の片付けは各自
が行い、他の児童が触れることのないようにしています。
また、校外活動や外部の方を招いての学習活動については、中止または延期をするな

ど、当面の間は実施しないこととしました。体験活動は、子どもたちにとっては貴重な
学習の場ではありますが、健康と安全を第一に考え判断いたしました。緊急事態宣言は
２月７日までとなっていますが、今後の状況を踏まえ、校外活動等の実施について検討
してまいりますので、ご理解いただきたいと思います。

１２月２４日にＪＲ東日本の １２月２３日に和楽器の演奏者 １２月２３日に日光市役所
方６名をお招きして、踏切安全 ３名の方をお招きして邦楽コンサ の税務課の方をお招きして租
教室を実施しました。踏切のな ートを実施しました。まずはお琴 税教室を実施しました。身の
い線路の横断が危険なことなど、の演奏を交代で体験し、「さくら 回りにある施設は税金で建て
具体的なお話を聞きました。学 さくら」を演奏しました。最後に られていること、自分たちも
校の近くにはＪＲの踏切があり は尺八と琴による演奏を聴きまし 税金を納めていることなどを
ますので、児童は真剣に話を聞 た。「鬼滅の刃」など知っている ＤＶＤやイズクイズなどで楽
いていました。 曲が演奏され、盛り上がりました。しく学ぶことができました。

国の方針により、来年度初めにはタブ
レット端末がすべての児童に配付されま
す。その活用法について１月７日に作新
学院大学特任教授を招聘して研修会を実
施しました。今までは挙手をして答えて
いたことが、タブレットに入力・送信す
ることで瞬時に意見が聞けること、アンケート調 ２月のお知らせ
査では回答を送信することで、すぐにグラフ化で １６日・１７日 学力テスト（６年生）
きることなどを研修しました。こうした研修は今 １９日 ６年生を送る会
後も継続し、子どもたちにとって”生きる力”と ２４日・２５日 学力テスト（１～5年）
なる教育活動の実現に努めていきます。
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